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明日の裁判所を考える懇談会（第１６回）協議内容

１ 日時 平成１９年２月２７日（火）１５：００～１７：００

２ 場所 最高裁判所図書館特別研究室

３ 出席者

（委員・５０音順）

， ， ， ， ，大木美智子委員 北川正恭委員 田中直毅委員 平木典子委員 桝井成夫委員

松尾浩也委員，米本昌平委員

（最高裁判所）

大谷剛彦事務総長，山崎敏充事務次長，小川正持刑事局長

〔オブザーバー：戸倉三郎審議官，植村稔秘書・広報課長，藤井敏明情報政策

課長，大谷直人人事局長，小泉博嗣民事・行政局長，二本松利忠家庭局長〕

４ 議題（第１６回テーマ「裁判員制度について ）」

(1) 桝井委員自己紹介

(2) 裁判員制度について意見交換

(3) 今後の懇談会の進め方について

(4) 次回の日程について

５ 会議経過

(1) 桝井委員（第１６回から就任）から自己紹介があった。

私は，昨年，読売新聞社を定年退職して，現在は，ジャーナリストとして活

動している。読売新聞の社会部司法クラブにいたときは，ロッキード事件の捜

査から第一審判決までを始め，いろいろな裁判を見て，精密司法といったもの

も随分経験した。論説委員のときは，最高裁が 「評決権のない参審制」から，

「裁判員制度」の容認という形に大きくかじを切るころから裁判員法の成立の

あたりを取材し，社説を書いた。革命的といえる大きな変化が司法界に起きて

いる。それなのに，この重要性について社会の中で共通理解が十分あるのか，

と常に懸念している。
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(2) 意見交換の概要

（最高裁） この懇談会は，司法制度改革実施に当たって，いろいろご意見

を伺うということで，平成１４年２月から始まり，それ以来１５

回にわたって，いろいろな話題についてご意見をいただき，それ

を司法制度改革における裁判所の姿勢というものに反映してき

た。司法の分野における制度改革の多くは実施に移っているが，

これまでのところいずれも概ね順調に運用されており，具体的な

成果を上げつつあると評価してよいと思う。

， ，一つの柱は 司法制度の人的基盤の充実・強化という点であり

その中の大きな柱である法科大学院の設置を中心とする法曹養成

制度の改革は，いち早く実施されている。昨年，法科大学院にお

ける２年間の教育課程の修了者に対する司法試験が初めて行わ

れ，合格者約１，０００名の法科大学院出身の司法修習生が誕生

した。昨年１１月末から１年という短い修習期間になるが，その

合格者に対する新しい枠組みの司法修習が開始されている。今年

は，法科大学院の３年コースの履修者が卒業し，その者もこの司

法試験を受験できることになり，２，０００名を超える合格者が

予想されている。

人的基盤の充実・強化という点のもう一つの柱である裁判官制

度の改革については，多様な経験を備えた裁判官を確保するとい

う観点から，弁護士任官の推進に努めるとともに，判事補に裁判

所外の経験を積ませるための外部経験制度を充実させ，弁護士事

務所への判事補の派遣を実施してきている。弁護士からの任官に

ついては，はかばかしくないところもあるが，できるだけよい人

に来ていただけるよう推進している。また，裁判官の任命に国民

からの意見を反映させるという趣旨から設けられた下級裁判所裁
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判官指名諮問委員会やこれに関連する裁判官の新しい人事評価制

度は着実に根付いてきており，その機能を発揮していると評価で

きると思う。指名諮問委員会においては，裁判官の任命や再任に

ついて的確なチェックをしていただいていると思う。

国民の期待に応える司法制度という点では，一昨年４月に知的

財産高等裁判所が発足し，この分野の事件を迅速かつ的確に解決

するものとして，その期待に応えてきていると思う。昨年４月か

らは労働審判制度が開始されている。労働審判員を始めとする関

係者の取組によって，個別的労使関係紛争の適切な解決手段とし

ての位置付けを確立しつつあり，順調に運営されていると思う。

さらに，国民に司法制度の利用を実質的に保障し，我が国の司

法制度の基盤を強化することを目的として，昨年４月，日本司法

支援センターが発足し，１０月から「法テラス」という愛称で業

務が開始された。公的弁護の関係では，スタッフ弁護士の確保が

， ， ，進まず 苦慮している面もあるが 情報提供等の関係については

概ね順調にその業務を進めていると思われる。

一連の司法制度改革の中で最後に残ったのが，実施を２年後に

控えている裁判員制度である。本日は，裁判員制度をテーマにし

， ，て これまでの裁判員制度に向けた準備状況を報告するとともに

その中で特に重要と思われる「裁判員裁判のありよう 「裁判」，

」 ，員裁判への参加についての国民の意識について の２点を中心に

委員のご意見やご要望をいただきたい。

（最高裁） 資料１のポンチ絵をご覧いただきたい。裁判員制度導入の準備

を始めるに当たっては，導入の目的は何かということを考えてお

かなければならない。資料１に記載されている 「刑事裁判がよ，

り深みのあるものに」という点と 「国民の司法に対する理解増，
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進」という点の二つがその目的であると考えている。これまでの

日本の刑事裁判は，裁判官，検察官，弁護士という法律の専門家

だけで長年運営されてきたが，そこでは，調書を中心とした緻密

な証拠の分析の仕方や非常に詳細な主張，それに対応した非常に

詳細な判決書という運用が長く定着してきた。これは，欧米の刑

事裁判制度と比較すると際立った特徴となっており，松尾委員か

らは精密司法と名付けられているが，そうした枠組みの中にあり

ながらも現在の刑事裁判は，これまで安定的に機能してきたと言

えると思う。しかしながら，逆に問題点もある。専門家だけで緻

密さや正確さを追及するということになると，どんな点でも調べ

たいということになり，争点が非常に多くなってしまう。特に，

明確な物証が乏しい事件になると，非常に細かいところまで立証

や反証が繰り返される結果，審理が長期化していくということが

あり，国民には，非常に分かりにくく，時間がかかるという印象

を与えていたのではないかと思う。仮に，このような運用をこの

まま続けるということになれば，司法に対する国民の不信感を招

いてしまうおそれがある。現在の日本の刑事裁判における問題点

は，このような点にあるのではないかと考えている。専門家だけ

で行われてきた裁判の現場に対して，裁判員裁判は，新たに大き

なインパクトを与えるものだと期待している。裁判員に的確な判

断を下してもらうためには，法曹三者が協働して，分かりやすい

裁判を実現しなければならないのは当然のことであり，主張や立

証，評議，判決といった各場面で，直接裁判員と接し，法曹三者

がそれぞれ国民に対し適切に説明責任を果たしていかなければな

らない。裁判員裁判は，国民が審理に加わることによって，刑事

裁判がより深みのあるものになるとともに，今後ますます増大す
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る法律専門家としての説明責任を，より的確に果たすことによっ

て，司法に対する理解を深め，同時に信頼を高めるという積極的

な意義を持っていると考えている。分かりやすく迅速な裁判が行

われることによって，国民から信頼を受け，国民に身近な司法が

実現されるということは，長い目で見て国民の利益になると考え

ている。

裁判員裁判の目的を達成するためには，国民の多様な視点を踏

まえた評議が実現されなければならない。それを実現するために

， ， ，は 裁判員が率直な意見を出せる審理と評議を行うこと さらに

国民の各層から裁判員に参加してもらうことが必要である。これ

らを達成するためには，分かりやすく迅速な裁判，負担の少ない

選任手続，環境整備，広報という４本柱が必要になると考え，模

擬裁判を行うなどいろいろ実証的な検証を踏まえながら，裁判員

裁判の実施に向けて様々な準備を進めてきた。

次に，分かりやすく迅速な裁判の実現に対する検討状況につい

て説明する。資料２をご覧いただきたい。大まかに言うと，これ

までの調書を中心とした刑事裁判から模擬裁判という実証的な検

討を経て，目で見て耳で聞いて分かる裁判（公判中心主義）への

転換を考えている。裁判員裁判のあり方について，実証的に検討

していく手段としてこれまで実施してきたのが模擬裁判である。

平成１６年から１８年にかけて，模擬裁判を全国各地で述べ１２

０回以上実施しているが，各地で模擬裁判に参加した裁判員から

は 「冒頭陳述は，検察官，弁護人ともに長いし，専門用語が使，

われるのでよく分からない。調書を朗読してもらったが，全く頭

に残らない。自分で結論を出そうとしても，たくさんの情報を一

， ，度に詰め込まれて 消化不良のままで時間だけが経過してしまい
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疲れて集中力も続かなかった 」といった率直な感想がもたらさ。

れている。このような模擬裁判を行ってきた結果，平成１８年中

には 「これまでの調書を中心とした裁判から，公判を中心とす，

る裁判に変わる必要がある 「裁判員が実質的に裁判に参加す。」，

るためには，裁判において，目で見て耳で聞いて分かる審理を実

現しなければならない 」といった基本的な方向性が法曹三者の。

共通認識となった。裁判員裁判の手続の骨格については，法曹三

者間で，ある程度の共通イメージを持てるようになったと思う。

平成１８年後半以降は，ステップアップして，模擬裁判ごとに一

定の課題を設定して，当事者の訴訟活動は目で見て耳で聞いて理

解できる立証になっているか，これを踏まえた裁判所の評議運営

が裁判員制度の趣旨にかなうものになっているかについて，具体

的な検証を行い，その成果を次の模擬裁判に反映させ，これを積

み重ねることにより，裁判員制度の実施に備えていきたいと考え

ている。

次に，選任手続に関する準備状況について説明する。資料３を

ご覧いただきたい。裁判員裁判の実施のためには，裁判員に選ば

れた国民に，実際に裁判に来ていただく必要がある。そのために

は，国民にかける負担を最小限に抑えて，円滑な裁判員の選任手

続が行われるための取組を行わなければならないと考えている。

最高裁判所では，昨年１月，裁判員裁判に参加するに当たり，国

， 。民の障害となる事情について 全国規模のアンケートを実施した

このアンケート調査の結果，国民が裁判員として参加するに当た

っては，それぞれの職業や社会生活上の立場が障害事由として大

きなかかわりを持つことが明らかになった。最高裁判所では，こ

うしたデータも踏まえて，昨年１１月，裁判員選任手続に関する
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イメージ案を公表した。選任手続のポイントは，早期に候補者の

事情を把握し，候補者数を合理的な数とし，国民生活の実情に合

った辞退判断をすることによって国民の負担をできる限り小さく

することである。最高裁判所では，このイメージ案に基づき，法

務省や日弁連などと協議を重ねて，今年の夏ころ，裁判員選任手

続に関する最高裁判所規則を制定する予定であるが，現実問題と

して，どれだけの国民に裁判所に来ていただけるのかという問題

はいまだ残っている。

資料４をご覧いただきたい。最高裁判所が昨年１月に実施した

アンケート調査の結果によると，裁判員として参加したくないと

回答する方が６０％に上った。裁判所としては，単に参加したい

かどうかという数字に着目するのではなく，数字の背景にある事

情を一つ一つ解明して，国民の参加の障害となる要因を取り除い

ていくことが重要であると，繰り返し述べてきたところである。

国民の参加の障害となる要因を取り除いていくためには，裁判員

制度のありようの見直しや裁判員選任手続の具体的な制度設計が

重要であるが，さらに重要なのは，裁判所の受入状況を国民に広

く伝える広報活動と，国民が裁判員裁判に参加しやすくなる環境

整備であると考えている。

， 。 。まず 広報活動について説明する 資料５をご覧いただきたい

裁判所が行っている広報活動においては，幅広く国民に知っても

らうための「ワイド広報」として，新聞・雑誌広告，シネマアド

バタイジング，広報用映画，裁判員制度ウェブサイトなどを展開

している。これに対して，特に裁判員制度に興味を持っている方

「 」 ， ，に対する フォーカス広報 として 裁判員制度全国フォーラム

説明会，模擬裁判，出張講義などを実施している。広報活動は，
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制度を知ってもらうための広報から，制度の実情をより詳しく知

ってもらい，参加に対する意欲をより高めてもらう広報へと，段

階を追って実施していきたいと考えている。今後は，裁判員制度

の運用の具体的な内容をどれだけ国民に知ってもらうことができ

るのかが課題だと考えている。

次に，国民が裁判員裁判により参加しやすくなるための環境整

備について説明する。資料６をご覧いただきたい。環境整備は，

裁判所だけではなく，政府と協働して実施していく必要がある。

職場における参加障害事由を取り除くためには，企業に対し裁判

員制度の特別休暇を設けていただくための働きかけを行うことが

重要であり，最高裁判所では，各地の裁判所による経営者団体等

への働きかけが円滑に行われるように，これまで日本経団連，日

本商工会議所，全国商工会連合会に対して，特別休暇制度の創設

等，勤労者が裁判に参加しやすい環境整備について理解を求める

取組を継続してきた。今後は，裁判員の選任手続を運用していく

ために，各企業に協力を求めて，実際に社員を出していただき，

模擬の選任手続を実施するなどして，企業に対する協力要請と制

度の実施準備の両方を実現していくことを検討している。家庭に

おける参加障害事由の除去については，現在，厚生労働省との間

で，既存の育児・介護施設を活用していく方向で調整を進めてい

る。今後の課題は，裁判員制度の実施までに，どれだけ側面支援

をする制度を充実させることができるかであると考えている。

（最高裁） 最高裁も下級裁も一丸となって裁判員裁判に向けて準備を進め

ているが，この点について，まず，委員から質問や意見等をいた

だきたい。

（松尾委員） 裁判員制度について中国で話をする機会があったが，日本は，
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大きな司法制度の改革を企画して，実施の準備をしているという

話をしたところ 「現在の日本の刑事裁判はそれほど国民の不信，

を買っているのか という質問が出された これに対しては 決。」 。 ，「

して裁判不信から出てきているわけではない。ただ，日本の刑事

裁判がすべてこのままでよいとは少なくとも専門家は思っていな

いので，改革に踏み切ったのだ 」という説明をした。このよう。

な反応は，アメリカやヨーロッパでも同じであろう。配布された

「話題事項」に「判決の結論」という言葉が出ているが，日本国

民の大多数は判決の結論に満足しており，そこに至るプロセスに

ついては国民のほとんどは関心がないが，法律専門家の立場から

すると，そのプロセスに問題があるのだということになる。裁判

員裁判の実施に伴って，刑事裁判のプロセス全体が改善され，そ

「 」 ， ，れによって 判決の結論 もある程度動くに違いないが しかし

その変化は小さいものと考えてよいのではないか。日本の刑事裁

判は有罪率が９９．９％であり，これは外国に余り例のない高い

数字であることは間違いないが，それでは困るから変えようとい

うことで裁判員制度を導入するわけではない。判決の結論が大き

く変わるようでは，かえって国民の信頼に背くことになろう。

（最高裁） 今の松尾委員の問題提起は，本日の話題事項の裁判員裁判のあ

りようというところに入っているので，話題事項について最初に

説明した上で，ご意見をいただくこととしたい。

（最高裁） まず，話題事項１は，裁判員裁判のありようについてである。

裁判員裁判を実現するためには，これまでの刑事裁判を抜本的に

見直す必要があるが，その結果，これまでとは以下の点で異なっ

てくると考えている。

第１は，裁判員が審理の内容をしっかりと理解することが大前
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提にあるので，当事者の主張・立証の負担と責任が徹底されてく

ることになり，審理が活性化して分かりやすいものになるだろう

ということである。反面，判決の結論は，当事者の主張・立証の

影響を強く受けるということになってくるのではないかと考えて

いる。また，裁判員と裁判官が対等のパートナーとして評議を行

うことになるので，裁判員が直接法廷で見たり聞いたりしたこと

に基づいて，内容を理解した上で評議に臨み，自らの意見を述べ

てもらう必要がある。これまでの刑事裁判のような膨大な書面を

裁判員が読み込むということはおよそ不可能である。では，裁判

官が記録をしっかり読み，裁判員に説明して解説すればよいのか

ということになると，情報の格差ができてしまい，対等な評議が

できなくなる。そうすると，裁判員裁判では，当事者の主張・立

証は，従来の刑事裁判よりもっと負担が重いということになるの

ではないかということである。

第２は，判決の事実認定は，従前のように犯行に至る経緯など

について詳細な事実認定をするということは行われなくなり，判

決の核心部分である犯罪事実や量刑に重要な影響を与える事実に

限定されてくるのではないかということである。裁判員制度の下

では，これまでのような詳細な審理や評議を行うことは現実的で

はないので，審理は犯罪事実と量刑に重要な影響を与える事実に

絞り込まれ，判決内容は，核心的なものと量刑に重要な影響を与

える事実に絞られたものになっていくだろう。

， ，第３は 量刑に国民の率直な感覚が反映されることになるので

量刑はある程度の範囲でこれまでよりも幅が広まってくる可能性

があるということである。裁判員制度は，刑の量定について裁判

官と裁判員に対等の権限を与えているので，個々の事件における
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量刑が，これまでの裁判官による比較的狭い範囲の量刑相場から

はみ出す場合が生じるだろう。今まで専門家の裁判官は，ある認

定された具体的な事情を下にして，従前の裁判例を探し出して，

量刑判断をしていた場合が多かったと思うので，非常にフォーカ

スされた範囲で量刑相場が形成されてきたと言える。しかし，裁

判員裁判の場合には，もう少し広がった範囲で量刑がされるので

はないか。これは，裁判員裁判自体が予定しているところではな

いか。もちろん，裁判員制度でも，量刑が公平でなければいけな

いというところは当然あるので，これまでの同種先例の量刑の範

囲から大きく外れてもよいということではないが，ある程度の幅

の中で，ある程度の幅を持った量刑になることを考えている。

（桝井委員） 資料１を見ると 「刑事裁判がより深みのあるものに」と記載，

されているが 「より深み」とはどういう意味なのか。，

（最高裁） 専門家が気が付かない視点が入ってくるところがあるのではな

いか。専門家だけで長年同じことをやっていると，視野が狭くな

ることもあるかと思う。いろいろな方の感覚や視点が入ってくる

， ， 。と 裁判官は刺激を受け 気が付かないところにも気付かされる

実際，模擬裁判の評議をやっていると 「こういうことを裁判員，

は話すのか 」ということを裁判官が実感したりする。また，裁。

，「 。」判官が言うことを聞いて そういうことを裁判官は考えるのか

と裁判員に感じてもらうということもある。このようにして，お

互いに議論がどんどん深まっていくのではないかと思う。それが

うまく裁判であらわれてくれば深みが出てくるのだろう。

（最高裁） 今までの刑事裁判のあり方に総体として問題があるわけではな

いが，もう少し別の裁判のありようもあって，国民の信頼を更に

深めていく余地はあるだろう。特に，２１世紀になり，専門家の
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ありようが問い直され，あるいは国際化など様々な要因が加わっ

たときに，従来の信頼を維持していくためには，刑事裁判も変わ

っていく必要があるのではないか。そういう前提に立った上で，

精密司法との関係で言えば，非常に詳細な裁判を行うために，判

断も非常に詳細となるが，でき上がったものを見ると，一体どう

いう屋台骨の下にこの判断が下されていったのか，証拠がどうい

う重みを持ち，どういう構造の下に，どこに一番力点を置いて結

， 。論が出たのかということが 分かりにくくなってきてはいないか

裁判員裁判で分かりやすい裁判ということが実現すれば，その屋

台骨がよりくっきりと見えてきて，基底になっていた判断の構造

に対して，国民が支持し，あるいはおかしいのではないかという

議論が出てくる。それは，長い目で見れば裁判に対する信頼を強

めることになるのだろう 「より深みのあるものに」ということ。

には，そういう意味もあるのではないか。裁判員裁判は，新しい

時代の要請にこたえる裁判を実現できる可能性を持っていると思

う。

， ，現在 裁判官の間で議論している基本的なスタンス論としては

プロの間でこれまで取り上げられていなかったような新たな視点

が裁判員から示されたときに，まず，正面から受け止めた上で，

それがどういう意味を持つかということについて９人で議論す

る，裁判員の多くの方が裁判官の従来型の説明や議論に納得でき

ないとすれば，今までの裁判官の座標軸は国民に十分受け入れら

れるものではない可能性があり，見直しもちゅうちょすべきでな

いといった意見が出されている。ただ，個々の裁判の結論が直ち

に変わることになるのかどうかというのは，やってみないと分か

らず，個別の事件を積み上げて，裁判員制度が今後機能していく
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中で，やがて見えてくるのかと思う。

（最高裁） 実際，模擬裁判を見てみると，今までの事実認定よりも非常に

慎重に，また，本当に深みのある事実認定をしていると感じた。

裁判員の方は，専門家にはないいろいろな疑問を持っており，そ

ういう疑問について裁判官は説明をしていく。その過程で，裁判

官自身も気が付かされることがある。そういったやり取りを行う

ことによって，従来よりも事実認定自体が慎重に，深みのあるも

のになっていくのではないかと思う。したがって，有罪，無罪が

ぶれるということにはならないだろう。

（桝井委員） そうすると，裁判官から見て「より深みのあるものに」という

感じに近いのか。

（最高裁） 裁判官と同時に，国民から見てという面もあると思う。

（松尾委員） 「深みのある」とは，別の言葉で言うと，血の通ったものにな

るということではないか。これまでも，裁判官は，一つ一つの事

件を非常に真剣に処理してきているに違いないが，裁判官にとっ

ては年間１００件のうちの１件であることに対して，裁判員は，

一生に一回の仕事になるわけで，事件と向き合う際の真剣味，取

組の姿勢が，裁判官とどこか違うところがあらわれてくるのでは

ないかと思う。そういう意味では，事件の処理や判決の言渡しに

ついて，何か血の通ったものが出てくるのではないかという感じ

がする。

（田中委員） 今の話からすると，裁判員が裁判官を鍛える側面はあると感じ

たが，政治家も同じようなことなのか。

（北川委員） 「深み」という言葉をどうとらえるかだと思う。幅広くとか，

松尾委員が言われたように血の通ったとかいったことは含まれて

いるのではないか 「深み」という一言になると，もう少しワイ。
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ドにというイメージがする。裁判員はどうなのだということにな

ると，もう少しフランクにといった感じがする。

（田中委員） 裁判官を鍛えるために裁判員が裁判所に行くという感じはない

のではないか。

（最高裁） そういう趣旨ではない。

（平木委員） 裁判員制度は，教育を完全に変えると思う。この制度を運用し

ていくために，教育が変わらなければならないとさえ思う。一人

一人が自分の意見を言えるようにならなければならないし，そう

いう場面で自分自身がどう動くかというのを考えさせられること

になるので，教育まで影響を受けるはずである。

（米本委員） 裁判所側として，善意の説明をしていると思う。要するに，こ

れまで法曹三者で刑事裁判をまじめにやってきたが，客観的に見

て全体が素人には分かりにくくなっているから，裁判員制度を導

入して，一般の方に入ってもらい，刑事裁判を活性化しようとい

う，善意から説明をしている。人が集まって議論する場合，日本

社会ではほとんどの人は穏便な立場をとり，決定を先送りすると

いうのが普通なので，国民が裁判員として入り，短い時間内に事

実認定して自分の意見を言うというのは，考え方のモードを大き

く変えないといけないことだと思う 日本人はまじめなので 司。 ，「

法とはこういうものだ」と体験することで，いわば社会資本とし

て蓄積され，革命的な意識変化の一歩になるだろう。冒頭に桝井

委員が言われたが，意識されない革命的プロセスにだれも反対し

ないまま，その過程に入っている。短期的には，裁判員制度に対

して批判は受けると思うが，この制度が実直に進められれば，社

会の方が変わってしまうのだと思う。日本の社会や国民の考え方

の側が，これによって大きな教育効果を受け，成熟した先進社会
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になっていくのだと思う。細々とした面では，たくさんのエネル

ギーが必要であろうが，現在進んでいるプロセスはよい方向に向

かっていると考えている。

（北川委員） 米本委員が言われたように，社会全体を，教育を変えていくの

は，まさにそういった「社会をオープンにしよう，我々も自らを

さらけ出そう 」ということであり，裁判員が裁判官をチェック。

するというのは，国民から言えば「よくここまで変われたな 」。

という思いがあるのではないだろうか。社会全体が変質していく

のだという覚悟を決められたというイメージを持った。

（田中委員） これまでの刑事裁判は，国民から時間がかかると言われ，実際

の裁判プロセスは五月雨審理といったトラップに陥っていて，そ

こから抜け出るためには，国民を入れなければ変えられない。裁

判員を入れることによって，しっかりと国民の目線に沿うように

法曹三者が変わらなければならない。前裁きはきちんとして，五

月雨審理ではなく効率的なものへ着地するためにということで裁

判員制度を導入したのではないか。

（最高裁） 基本的には，国民参加は，諸外国でも行われており，今後，裁

判が正統性を持ち続ける上で，そういう制度を導入することが好

ましいということがあったのだと思う。田中委員が言われた，今

まで法曹三者だけで裁判を行ってきたことによる裁判の硬直状態

が裁判員制度によって見直されていくという効果は，主目的とい

。 ， ，うよりは付随目的だったのかと思う 確かに この制度によって

裁判の硬直状態を打破できるという期待があることは間違いな

い。

（大木委員） 先ほどのアンケートの結果では，６０％の人はまだ裁判員とし

て参加することに不安を持っていて，やりたくないという人が多
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いとのことであるが，そこをどうするかというところからまず始

めなければいけないと思う。国民は 「負担が少ない制度に本当，

になるのか。本当に自分たちの経験とか意見が裁判に生かされる

のか。司法に対する理解や信頼が深まるのか。どうして重い刑事

裁判だけをやるのか 」といった，たくさんの疑問があって，不。

安なのである。昨年１１月に行われた全国消費者大会の司法改革

という部会で弁護士から聞いた話によると，６１％の人が検察審

査員をやりたくなかったのであるが，それをきちんとやったこと

によって，非常によかったという人が９５．３％に上がったとの

ことであった。ということは，よく分からないときに，突然呼出

状が来たらという不安をどうするかということを考えなければい

けない。裁判員として選んだ人に対して，裁判所で作ったビデオ

や映画を活用し，研修のような機会を与えて，話合いをするチャ

ンスを設けることができたら，もっとみんなが参加してよかった

なとか，参加しようという意欲になるのではないか。検察審査員

をやってよかったと思う人は多かったのであるから，裁判員をや

ってよかったという思いはみんなきっとあると思う。私が参加し

た模擬裁判においても，グループで勉強しているうちに，充実感

や満足感があったという結果が出ている。シンポジウムや模擬裁

判を行った後に，聞いた側が満足したかどうかというアンケート

をとることによって不安等を解決していったら，もっとみんなが

参加してくれるようになるのではないかと思う。

（最高裁） 模擬裁判を行うたびに，実際に裁判員になった方から感想等を

聞いている。大木委員が言われたとおりであるが，充実感を感じ

たり，勉強になったという方が多い。内閣府の調査においては，

３分の１の人は裁判員をやりたい，あるいはやってもよい，３分
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の１の人は義務であってもやりたくない，４０％くらいの人はや

りたくはないが，義務ならば参加するといった結果が出ている。

やりたくないけれども，決まったことであり，国民の義務である

から，呼び出されたら，参加してみようというのは，普通の感覚

だと思う。そういう方に裁判員をやってもらい，非常に満足感を

持ってもらえれば，それが様々な形でつながっていき，初めてこ

の制度は定着していくのではないだろうか。その辺りに照準を合

わせて，裁判所もＰＲ効果を考えていきたい。大木委員が言われ

た研修についてであるが，１件の事件に１００人の候補者を選ぶ

とすると，全国で最初に候補者として３０万人の方を選ぶという

ことになるので，この膨大な数の方に研修をすることは困難であ

ろう。最初に候補者になった方には，パンフレット等を送り，裁

判員がどういうことをやるのかということを知らせていきたいと

考えている。

（大木委員） 研修が無理であるならば，裁判所で作った映画「評議」のＤＶ

Ｄなどを候補者に送付してはどうか。このＤＶＤを見れば，普通

の生活者が参加して，普通の言葉で自分の意見を言ってよいのだ

ということがよく分かるので，みんな安心でき，自分もやってみ

ようと思うのではないか。

（最高裁） 実際に，裁判員の候補者や裁判員になった人たちに対してどう

いった事前説明をしていくかについては，いろいろなやり方が考

えられる。例えば，外国では，ウェブサイトを通じて，陪審員に

なるとどうなるのかということを自宅でも事前に見られるように

。 ， 。なっている もちろん 紙ベースのパンフレット等も必要だろう

このように，いろいろな形で情報を提供するとともに，逆に質問

があるときには裁判所に電話してもらって，これに答えていくと
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いう方法も考えていかなくてはならない。そういう意味で，総合

的な案内というやり方を考えていくことになるだろう。

（大木委員） それはとてもありがたい。ただ，一方的に発信するということ

では，よい評議ができないと思うので，双方向的にということで

お願いしたい。両方で受けたり，取ったりすることがあって初め

てコミュニケーションができて，よい評議ができると思う。

（松尾委員） 民衆参加の制度が導入されているフランスの刑事裁判のプロセ

スを描写した啓蒙的な本を見ると，裁判所から呼出状が来たとき

は 「何で私に？」という反応だったものが，事件と真剣に取り，

組んでいくうちに段々一生懸命になってきて，判決が終わって裁

判所を出るときには 「やってよかった 」という感想になってい， 。

る。先ほどの検察審査員経験者の話とちょうど一致している。

（ ） 「 ， 。」 ，桝井委員 裁判員は嫌である 行かなければ駄目なのか という人が

この制度の一番の目的とする人たちではないだろうか。そういっ

た人たちがどのような思いをもって法廷を去っていくのか，その

点が一番重要になってくるのではないだろうか。私はいろいろな

刑事裁判を見てきたが，大半の裁判は，複雑・困難極まるわけで

はない。否認事件はそれほど多いわけではなく，完全に否認する

という事件はそうそうあるわけではない。刑事裁判を見て，まず

感じることは，高齢者や少年に近い低年齢層，あるいは借金絡み

の事件が多いということである。裁判員は，法廷で社会を反映し

た姿のようなものを感じるだろう。それと同時に，判決を出すた

めに，裁判官がいかに悩んでいるかを感じるのではないか。それ

は単に有罪，無罪の事実認定だけではなく，その悩みの総体みた

いなものが刑事裁判の中の大きなところを占めるのではないか。

そういう意味では，裁判官の悩む姿といったものも国民にＰＲの
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中で示していくべきではないか。それがあって，法廷を出ていく

ときに，やってよかったというものに至るのではないか。

（最高裁） 資料１の「国民の司法に対する理解の増進」の一つに今言われ

た面がある。９９．９％の有罪率ということから，刑事司法に対

して「非常に官僚的である 」という一部の批判もあるが，裁判。

官は本当に心血を注いで，有罪か無罪かの判断を行っている。そ

れは，外にあらわれた数字や判決の結果からではなかなか見えな

いところがある。裁判員が入り，評議を行うことで 「実際の裁，

判は大変な苦労がある 」ということを国民に認識してもらうこ。

とができる。これも裁判員制度の一つの効果であり，目的であろ

う。

（桝井委員） 一緒に悩もうという感じではなかなか受け入れられないかもし

れないが，結局そういうことなのだから，ＤＶＤなどでＰＲして

もよいと思う。

（最高裁） そういうものも考えてみたい。

（平木委員） レジュメに「裁判員が直接法廷で感得したことに基づいて」と

いう記載があるが，今までの裁判所の文章にはなかったと思う。

大変に意味がある文章だと思う 「感得したことに基づいて」と。

いうのは，裁判員だけではなくて，裁判官も弁護士も同じではな

いだろうか。次に，量刑というのは，非常に相対的なものである

のかもしれないが，国民は絶対的なものだと思っているのではな

いか。量刑が，ある程度幅のあるものになるだろうと裁判所側が

言われる意図は何か。

（最高裁） 資料８のグラフの３ページ目をご覧いただきたい。これは，量

刑に関するいろいろなケースについて，裁判官及び国民に対して

アンケートを行い，その結果をあらわしたものである。このデー
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タからすると，裁判官と国民が一緒に評議した場合には，量刑の

， 。幅が 従前よりも広いものになっていくのではないかと思われる

今まで，全国５０か所で同じ事件の模擬裁判を行っているが，裁

判官と裁判員でそれほど大きく量刑がぶれるという結果は余り出

ていないようである。

（最高裁） 我々は，裁判官になったときに「量刑はこうするものだ 」と。

教えられる。先例を探し，同じ事件はできるだけ先例と同じよう

にするという仕事の仕方をしている。裁判員になる方に，そうい

う前提を当然のように受け入れてもらえるかは分からないが，そ

れぞれの方が持っている量刑の感覚というのは，かなりばらつく

のではないか。

（最高裁） 国民からすると，公平性を無視して個別的に判断するのでよい

とはだれも言わないと思う。しかし，過去の量刑のデータを出し

てきて，それを裁判官が説明し，一番近いケースと同じ刑にする

ということを裁判員にやってもらうわけではないだろう。模擬裁

判を行ったときに必ず出てくる意見は，今まで余り裁判官は取り

上げてこなかった 「懲役７年というと，実際何年間刑務所にい，

るのか。また，どういう処遇を刑務所で受けるのか 」という質。

問である。裁判員裁判では，量刑に関しては，事実認定以上にフ

リーな議論ができる。そうした意見も反映させた形で，事件に即

して刑を決めていくことになるのではないか。そうすると，従来

よりは少し幅のある量刑となる可能性は否定できないのではない

か。

（最高裁） 量刑のぶれの問題と，松尾委員から提起された，有罪と無罪に

ついて変化が出るのだろうかという問題については，今まで模擬

裁判を行ってきた中で，審理プロセスが革新的なもの，あるいは
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当事者の立証活動に強く影響が出ることによって，結論に変化が

生じているのか。

（最高裁） これからの刑事裁判の有罪率ということから話をすると，マク

ロの視点としては，裁判員裁判と同時並行的に導入される被害者

保護の問題や被疑者弁護との関係も考えなければならない。被疑

者段階の弁護人は，証拠がなければ不起訴に持ち込んでいくとい

うことが一つの大きな役割になり，今までなら起訴されていたよ

， 。 ，うな事件でも 起訴されなくなってしまう可能性が生じる 他方

被害者の立場からすると，できるだけ起訴してほしいという要因

になる。今までは，精密司法というやり方を続けてきたが，その

結果，捜査が広範なものとなり，多数の証拠を検察官はじっくり

と見て，間違いないものだけを起訴するという傾向が強まってい

る。そのことが有罪率に影響を与えているのではないか。裁判員

裁判に変えることによって，その方向が，ある程度の証拠があれ

ば起訴していくという方向に働くかもしれない。こういった様々

な要素があるので，有罪率９９．９％という数字が今後どうなっ

ていくかというのは，まだ予測がつかないところがある。

ミクロの問題として，模擬裁判を行ってみて特徴的なのは，衝

動的な犯行について殺意があるのか，それとも傷害の故意で死亡

させてしまったのかというあたりが争点になった場合に 「殺意，

があったか，なかったかと言っても，そもそも，頭が真っ白にな

ってしまったら殺意はないのではないか 」という議論から始ま。

る。そういう場合には 「被告人の頭の中を探るのではなく，こ，

のような行動をとった以上は，殺意があったと言われても仕方が

ない 」というような説明をすることになるが，ボーダーの事件。

では，外形的な要因のどこに重点を置いて９人の間で議論がされ
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たか，あるいはどういう立証がなされたかによって，今までとは

異なった結論が出される余地はあるのかと思う。しかし，こうい

った争点に関する限り，それは，事件の個別性をより重んじる裁

判員裁判を採用した帰結であり，ネガティブにとらえる必要はな

い。実際，模擬裁判でもいろいろな結論が出てきている。

（最高裁） 裁判員によく分かってもらうという立証をきちんとやれている

かによって結論が分かれるのではないか。証人を，しっかりした

尋問技術で尋問して，立証命題をきちんと立証できている当事者

の方が勝ち，この点が非常にレベルの低い立証をしていると負け

るということになる。こういうことが模擬裁判でもあると思う。

（松尾委員） 事情が数年前と大きく変わってきたのは，先ほどもお話に出た

， 。が 被害者に対する配慮が大変強くなってきたということである

犯罪被害者等基本法が成立し，その下で基本計画が策定されたの

で，立法も司法も被害者の問題をより深く考えるようになった。

被害者としては，目一杯に起訴してほしいという要望が強いだろ

うし，検察官としては，十分な証拠を得た上で，慎重に起訴を検

討するというのが，これまでの慣例になっているので，今後，そ

の辺と折り合いをどうつけていくかというのが一つの問題であ

る。

（最高裁） 被害者の裁判への参加という法案が国会に提出される見込みで

あるが，裁判員制度の導入時期とかなり近い時期での導入が予想

されており，今後，運用をどうしていくかということは考えてい

かなければいけない。

（桝井委員） それでなくても難しいのに，次々と因数が増えていき，難しい

方程式を解けという感じである。

（最高裁） 有罪率９９．９％という数字は，無罪の人間を有罪にしている
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， ， ，からそうなったということではなくて 検察官のところで 起訴

不起訴が大体整理されているということである。裁判員裁判が刑

事裁判を変える局面があるとすれば，一つは起訴のあり方という

ことであり，検察官は，ある程度のものは裁判所の判断に委ねよ

うという行動傾向になるのではないだろうか。裁判員裁判を続け

ていくと，いろいろな結果が出てきて，多少無罪になる幅が広く

なるという問題が起きるかもしれないが，さらに，厳選して不起

訴を始めるということになると，非常に問題が出てくる。当然，

検察官は起訴の重みを考えているので，そう簡単にはいかないと

いうことになる。起訴のあり方というのは，裁判員裁判を控えて

どう考え，どうあるべきなのかということを我々も読み切れない

ところがある。

（松尾委員） 日本国憲法は，独特の規定をしていて，裁判所が無罪にしたと

きには国が補償すると定めている。そうなると，無罪判決を出さ

ないように慎重な起訴をするという方向へどうしても向いてい

く。そういう無罪判決に対する補償を原則とするという規定は，

アメリカの憲法にはなく，衆議院が戦後の憲法制定の過程で追加

した規定である。無罪判決は，年間大体２桁くらいなので，何と

かもっているが，ある程度疑わしきは起訴していくということに

なってくると，無罪判決がもっと増えていって，これでよいかと

いう問題が生じると思う。

（北川委員） 社会変化というか，時代の作り直しだと思う。だから，国民の

ありようが問われてくるということになると思う。周知徹底の仕

， 。方は段階があると思うが 何をもって周知徹底と言っているのか

例えば，大学などで裁判所の方が授業を１時間程度行うとか，何

かの大会があったときに広報活動を行うとかいった辺りはこれま
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でどうだったのか。

（最高裁） 学校や教育委員会に行って，裁判所から積極的に講義に行くと

お願いし，指定講義という形で講義をさせてもらったり，市民講

座的に講義をやらせてもらうなど，かなり草の根的にやってきて

いる。今後も続けていきたいと思っている。

（北川委員） これだけの大改革事業をやるときに，周知徹底するためのプロ

パーな人がいてもよいと思う。裁判員制度を知らない人はまだた

くさんいると思うので，広く，深く周知を行っていくのがよいと

思う。

（最高裁） 周知を行う専門の職員はいない。全国各地の裁判官や職員がか

， ，なりの回数の説明会などを行っているが 仕事をやる傍らなので

できるだけ負担は広く薄くということで行っている。説明会は，

小さなものを入れて数えると，１年半くらいで全国で約４，００

０回行っている。

（最高裁） 今回いただいたご意見を踏まえて，これからもいろいろな形で

広報を続けていきたい。次回は，国民の参加を得る方法について

ご意見をいただくこととしたい。

(3) 今後の懇談会の進め方

次回も，引き続き「裁判員制度」について議論することとなった。

(4) 次回の日程

第１７回：平成１９年５月７日（月）午後３時～５時

以 上


